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第
七
十
六
回 

九
州
地
区
神
社
庁
連
合
会
神
職
総
会 

 

去
る
五
月
十
三
日
（
火
）
か
ら
十
四
日
（
水
）

に
か
け
て
第
七
十
六
回
目
と
な
る
「
九
州
各
県

神
社
庁
連
合
会
神
職
総
会
」
が
開
催
さ
れ
た
。 

 

十
三
日
（
火
）
に
は
神
道
青
年
会
九
州
地
区

協
議
会
（
十
四
時
～
）
、
九
州
地
区
神
社
保
育
関

係
者
協
議
会
（
十
四
時
半
～
）
、
神
社
庁
長
参
事

会
（
十
五
時
半
～
）
、
式
内
社
顕
彰
会
（
十
六
時

～
）
、
等
の
諸
会
合
が
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
ホ
テ
ル

大
分
に
て
行
わ
れ
、

関
係
者
が
そ
れ
ぞ
れ

出
席
し
た
。 

 

当
日
の
午
後
六
時

か
ら
は
前
夜
懇
親
会
、

が
催
さ
れ
当
県
よ
り

三
十
九
名
が
参
加
、

全
体
で
の
参
加
者
は

三
百
三
十
名
程
で
大

い
に
賑
わ
い
を
見
せ

た
。 

 

翌
十
四
日
（
水
）
早
朝
、
九
州
各
県
神
社
庁

長
や
来
賓
の
春
日
神
社
正
式
参
拝
に
始
ま
り
、 

そ
の
後
は
午
前
九
時
三
十
分
に
神
職
総
会
が

開
会
、
開
会
儀
礼
、
当
番
県
で
あ
る
神
大
分
県

神
社
庁
長
の
挨
拶
、
来
賓
の
挨
拶
等
を
経
て
議

事
に
入
り
、
神
社
本
庁
に
提
出
す
る
議
案
（
宮

崎
県
神
社
庁
提
出
）
が
審
議
さ
れ
異
議
無
く
承

認
と
な
っ
た
。 

 

続
い
て
大
会
宣
言
を
満
場
の
拍
手
で
決
議

（
提
出
議
案
・
宣
言
・
決
議
は
後
掲
）
し
、
次

期
当
番
県
で
あ
る
宮
崎
県
の
本
部
庁
長
が
挨

拶
、
宮
崎
で
の
再
会
を
約
束
し
挨
拶
を
述
べ
ら

れ
た
（
令
和
八
年
五
月
十
三
日
～
十
四
日
予

定
）。 

 

そ
の
後
は
講
演
会
が
お
こ
な
わ
れ
、
靖
國
神

社 

大
塚
海
夫
宮
司
よ
り
「
大
東
亜
戦
争
終
結

八
十
年
に
あ
た
り
“
平
和
の
社
”
で
考
え
た
こ

と
」
と
題
し
、
約
六
十
分
に
亙
っ
て
本
年
に
相

応
し
い
講
演
を
戴
き
、
全
て
の
日
程
を
終
え
た
。 

▽
神
職
総
会
に
お
け
る
提
出
議
案 

終
戦
八
十
年
に
あ
た
り 

靖
國
神
社
と
全

国
の
護
国
神
社
に
対
し 

英
霊
顕
彰
及
び
特

別
の
奉
賛
運
動
を
広
く
国
民
に
拡
め
る
施
策

を
推
し
進
め
る
や
う 

神
社
本
庁
に
要
望
す

る
の
件 

（
提
案
理
由
） 

 

本
年
は
、
大
東
亜
戦
争
終
結
八
十
年
の
節
目

の
年
に
な
る
。
祖
国
を
想
ひ
、
故
郷
を
想
ひ
、

家
族
を
想
ひ
散
華
し
、
平
和
の
礎
を
築
い
た
御

英
霊
に
感
謝
と
慰
霊
の
誠
を
捧
げ
る
こ
と
は
、

私
た
ち
日
本
人
の
重
大
な
使
命
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
全
国
の
護
国
神
社
を
支
へ
る
遺
族

会
は
、
時
の
経
過
と
と
も
に
組
織
率
が
低
下
し
、

神
社
の
護
持
運
営
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら

し
て
ゐ
る
。
ま
た
、
平
和
を
享
受
し
個
人
主
義

が
主
張
さ
れ
る
日
本
に
あ
っ
て
、
英
霊
顕
彰
は

益
々
厳
し
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。 

 

神
社
本
庁
に
は
、
戦
後
の
発
展
と
平
和
が
、

尊
い
生
命
を
捧
げ
た
御
英
霊
の
犠
牲
の
上
に

成
り
立
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
改
め
て
広
く
国
民
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に
知
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
戦
後
八
十
年
の
節

目
の
年
に
あ
た
り
、
靖
國
神
社
を
は
じ
め
全
国

の
護
国
神
社
に
英
霊
顕
彰
の
誠
を
捧
げ
る
運

動
を
積
極
的
に
展
開
し
、
併
せ
て
今
後
の
靖
國

神
社
、
護
国
神
社
が
安
定
し
て
護
持
運
営
で
き

る
特
別
の
施
策
を
推
し
進
め
て
い
た
だ
く
や

う
要
望
す
る
。 

▽
「
宣 

言
」 

 

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
、
畏
く
も
昭
和
天

皇
の
御
聖
断
に
よ
り
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
の

玉
音
放
送
が
な
さ
れ
、
大
東
亜
戦
争
は
終
結
し

た
。
以
来
、
我
が
国
は
「
耐
へ
難
き
を
堪
へ
、

忍
び
難
き
を
忍
び
」
先
覚
諸
賢
の
弛
み
な
い
努

力
に
よ
っ
て
今
日
の
繁
栄
に
至
っ
た
が
、
こ
れ

は
敗
戦
に
よ
り
打
ち
ひ
し
が
れ
た
全
国
民
に

希
望
と
勇
気
を
与
へ
ら
れ
た
昭
和
天
皇
の
御

巡
幸
の
御
励
ま
し
と
、
「
戦
陣
に
死
し
職
域
に

殉
じ
非
命
に
斃
れ
た
る
」
御
英
霊
の
ご
加
護
の

賜
物
で
あ
る
。 

 

本
年
は
恰
も
昭
和
天
皇
践
祚
百
年
、
大
東
亜

戦
争
終
結
八
十
年
の
年
で
あ
る
。
こ
の
秋
に
当

た
り
我
々
神
職
は
愈
々
、
昭
和
天
皇
の
御
聖
徳

を
仰
ぎ
、
国
の
隆
昌
と
世
界
の
共
存
共
栄
と
を

祈
り
、
祖
国
日
本
の
興
隆
を
念
じ
散
華
し
た
御

英
霊
の
顕
彰
に
努
め
る
こ
と
を
こ
こ
に
誓
ふ
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
十
四
日 

第
七
十
六
回 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

九
州
各
県
神
社
庁
連
合
会
神
職
総
会 

▽
「
決 

議
」 

 

第
七
十
六
回
九
州
各
県
神
社
庁
連
合
会
神

職
総
会
に
あ
た
り
、
我
々
は
宣
言
の
趣
旨
を
体

し
、
こ
れ
が
達
成
の
た
め
鋭
意
努
力
せ
ん
こ
と

を
誓
ふ
。 

 

右
、
決
議
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
十
四
日 

第
七
十
六
回 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

九
州
各
県
神
社
庁
連
合
会
神
職
総
会 

 

【
神
職
総
会
参
加
者
】 

佐
賀
地
区
第
二
支
部
南 

新
北
神
社
宮
司 

川
浪 

勝
英 

日
枝
神
社
宮
司 

日
吉 

高
明 

佐
賀
地
区
第
二
支
部
北 

香
椎
神
社
宮
司 

村
田 

直
敏 

本
庄
神
社
宮
司 

德
久 

俊
彦 

金
刀
比
羅
神
社
宮
司 

古
川 

勝
茂 

髙
木
八
幡
宮
祢
宜 

大
島 

仁
志 

神
埼
地
区
支
部 

若
宮
神
社
宮
司 

山
邊 

和
之 

三
養
基
地
区
支
部 永

世
神
社
宮
司 

䅏
田 

辰
則 

千
栗
八
幡
宮
祢
宜 

東 
 

孝
澄 

千
栗
八
幡
宮
権
祢
宜 
松
尾 

圭
吾 

小
城
地
区
支
部 

岡
山
神
社
宮
司 

栗
原 

 

潔 

唐
津
市
地
区
支
部 

唐
津
神
社
祢
宜 

戸
川 

健
士 

妙
見
神
社
宮
司 

本
城 

万
里 

八
幡
社
宮
司 

宮
﨑 

貞
克 

東
松
浦
地
区
西
支
部 

八
幡
神
社
宮
司 

宮
﨑 

浩
司 

西
松
浦
地
区
支
部 

伊
萬
里
神
社
祢
宜 

加
志
田
崇
嗣 

杵
島
地
区
西
支
部 武

雄
神
社
宮
司 

武
雄 

哲
司 

八
幡
宮
祢
宜 

黒
髪 

宜
嗣 

大
江
神
大
神
宮
権
祢
宜 

井
﨑
さ
と
み 

杵
島
地
区
東
支
部 妻

山
神
社
宮
司 

永
代
龍
三
郎 

妻
山
神
社
祢
宜 

永
代 

優
仁 

八
坂
神
社
祢
宜 

溝
上 

良
夫 

鷹
屋
神
社
宮
司 

中
村 

勝
正 

藤
津
地
区
支
部 

祐
徳
稲
荷
神
社
宮
司 

鍋
島 

朝
寿 

祐
徳
稲
荷
神
社
権
祢
宜 

大
島
健
太
郎 

佐
賀
地
区
第
一
支
部 

佐
賀
縣
護
國
神
社
宮
司 

西
原 

清
純 

佐
賀
縣
護
國
神
社
権
祢
宜 

川
浪 

雅
英 

佐
嘉
神
社
宮
司 

佐
野 

安
正 

佐
嘉
神
社
祢
宜 

眞
﨑 

実
央 

佐
嘉
神
社
権
祢
宜 

落
合 

洲
造 

佐
嘉
神
社
権
祢
宜 

溝
口 

美
幸 

掘
江
神
社
宮
司 

松
中 

浩
泰 

掘
江
神
社
祢
宜 

松
中
朝
比
古 
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伊
勢
神
社
祢
宜 

古
川 

恭
子 

佐
賀
県
神
社
庁 

参
事 

野
﨑 

洸
史 

録
事 

田
中 

美
香 

川
浪
み
な
み 

 

川
浪
ゆ
か
り 

  

行
事
予
定  

 

六
月 

 
 

 

四
日 

敬
婦
役
員
会 

 
 

於
神
社
庁 

九
日 

神
政
連
結
成
五
十
五
周
年
記
念

式
典 

 

於
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ 

十
日 

神
政
連
中
央
委
員
会 

 

於
本
庁 

十
日 

神
政
連
本
部
長
・
事
務
局
長
連
絡 

会 
 

 
 

  
 
 

 

於
本
庁 

 

十
一
日 

神
社
庁
事
務
担
当
者
会 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

於
本
庁 

 

十
二
日 

神
社
本
庁
広
報
研
修
会 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

於
本
庁 

 

十
四
日 

東
松
浦
西
支
部
総
代
会
総
会 

於
玄
海
町
々
民
会
館 

 

十
七
日 

県
女
子
神
職
総
会 

 

於
神
社
庁 

 
 
 

 
 

佐
賀
県
教
誨
師
会
総
会 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

於
は
が
く
れ 

十
八
日 

鍋
島
直
大
命
頌
徳
祭 

於
佐
嘉
神
社 

二
十
三
日 

神
道
青
年
会
総
会 

 

於
神
社
庁 

二
十
六
日 

役
員
会 

 
 

 
 

 

於
神
社
庁 

 

七
月 

 

十
九
日 

伊
萬
里
神
社
例
祭 

二
十
三
日 

役
員
会 

 
 

 
 

 

於
神
社
庁 

 
 
 

 
 

神
社
庁
支
部
長
会  

於
神
社
庁 

二
十
九
日 

神
社
庁
恊
議
員
会 

 

於
神
社
庁 

 

 

事
務
連
絡  

令
和
七
年
五
月
二
十
一
日
付
研
修
発
第
一
八
七
号
の
二 

神
社
本
庁
総
合
研
究
所
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
令
和
七
年
度
神
宮
実
習
開
催
の
件 

 

標
記
の
件
、
「
階
位
検
定
及
び
授
与
に
関
す

る
規
程
」
に
基
づ
く
神
宮
実
習
を
左
記
に
よ
り

開
催
し
ま
す
。
貴
庁
管
内
に
希
望
者
が
あ
る
場

合
に
は
、
必
要
書
類
を
添
付
の
上
、
期
日
ま
で

に
神
社
本
庁
総
合
研
究
所
へ
申
込
み
下
さ
い

ま
す
や
う
、
御
指
導
願
ひ
ま
す
。 

 
 
 

 
 

記 

一
、
対
象
者 

 
 

 

明
階
検
定
に
合
格
し
た
者
（
但
し
、
既 

に
正
階
を
有
す
る
者
又
は
正
階
相
当 

の
神
務
実
習
を
修
了
し
て
を
り
、
神
職 

若
し
く
は
奉
務
予
定
者
で
あ
る
こ
と
。
） 

一
、
神
宮
で
の
実
習 

 
 

 

・
期
日 

① 

令
和
七
年
八
月
十
八
日
（
月
） 

か
ら
八
月
二
十
二
日
（
土
） 

② 

令
和
七
年
八
月
二
十
五
日
（
月
） 

か
ら
八
月
三
十
日
（
土
） 

③ 

令
和
七
年
九
月
一
日
（
月
） 

か
ら
九
月
六
日
（
土
） 

 
 
 

・
場
所 

 
 

 
 

神
宮
道
場(

合
宿
制)

三
重
県
伊
勢

市
宇
治
浦
田
一―

二―

五 

 
 
 

 

※
神
宮
域
内
、
神
宮
御
料
地
で
の
実 

習
、
見
学
を
含
む
。 

一
、
申
込
書
類 

 
 

 

所
定
の
入
所
申
込
書
、
希
望
調
査
表
、 

履
歴
書
、
明
階
検
定
合
格
証
の
写
、
正 

階
階
位
証
の
写
（
若
し
く
は
個
別
神
社 

神
社
実
習
相
当
の
修
了
証
の
写
）、
任 

用
辞
令
の
写
（
若
し
く
は
奉
務
予
定
神 

社
宮
司
の
推
薦
書
） 

※
希
望
調
査
票
の
実
習
期
日
は
必
ず
第

二
希
望
ま
で
記
入
す
る
こ
と
。 

※
任
用
辞
令
の
写
は
出
仕
の
辞
令
で
も

可
。 

一
、
申
込
期
限 

 
 
 

令
和
七
年
七
月
四
日
（
金
） 

神
社
本
庁
必
着(

神
社
庁
を
経
由
す
る
こ

と)
 

※
該
当
者
が
あ
る
場
合
は
速
や
か
に
神

社
本
庁
総
合
研
究
所
ま
で
御
連
絡
願
ひ

ま
す
。 

一
、
参
加
費 
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二
万
五
千
円
（
入
所
承
認
後
、
本
庁
か 

ら
の
通
知
を
受
け
て
か
ら
納
入
す
る
） 

一
、
定
員 

 
 
 

四
十
名
程
度
（
申
込
み
多
数
の
場
合
は
、

選
考
の
上
決
定
す
る
。
） 

第
一
希
望
に
参
加
で
き
な
い
場
合
も 

あ
る
こ
と
を
御
指
導
願
ひ
ま
す
。 

一
、
そ
の
他 

 
 
 

実
習
対
象
者
に
は
以
下
の
点
を
御
伝 

達
願
ひ
ま
す
。 

①
中
堅
神
職
実
習
を
全
課
程
修
了
す 

れ
ば
本
実
習
は
免
除
さ
れ
る
こ
と
。 

※
『
月
刊
若
木
』
令
和
元
年
六
月
号
及 

び
神
職
専
用
サ
イ
ト
を
参
照
。 

②
左
の
事
項
が
守
ら
れ
な
い
場
合
は 

退
所
さ
せ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。 

・
実
習
期
間
中
携
帯
電
話
等
電
子
機 

器
の
使
用
を
禁
止
す
る
。 

・
神
宮
職
員
及
び
指
導
員
に
従
ひ
、
養 

成
機
関
在
学
生
の
範
と
な
る
態
度
、 

姿
勢
で
参
加
す
る
こ
と
。 

 
 
 

③
遅
刻
、
早
退
、
体
調
不
良
の
場
合
は

そ
の
場
で
参
加
を
取
り
消
す
。 

④
実
習
の
行
程
、
「
説
明
要
綱
」
等
そ 

の
他
必
要
事
項
に
つ
い
て
は
、
入
所 

承
認
後
、
参
加
者
へ
直
接
案
内
を
送 

付
す
る
。 

⑤
入
所
承
認
後
、
健
康
診
断
書
を
本
庁 

宛
に
提
出
す
る
こ
と
。 

以 

上 
 

 

令
和
七
年
五
月
二
十
一
日
付
研
修
発
第
一
五
六
号 

神
社
本
庁
階
位
検
定
委
員
会
委
員
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
令
和
七
年
度
階
位
検
定
試
験
（
定
期
）
実
施 

の
件 

 

標
記
の
件
、
別
添
「
令
和
七
年
度
階
位
検
定

試
験
（
定
期
）
の
通
知
」
に
よ
り
実
施
致
し
ま

す
の
で
、
左
記
の
点
に
御
留
意
の
上
、
お
取
り

計
ら
ひ
願
ひ
ま
す
。 

 

尚
、
試
験
実
施
に
際
し
ま
し
て
、
実
施
神
社

庁
よ
り
試
験
監
督
等
の
御
助
勢
を
お
願
ひ
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
地
区
内
神
社
庁
及

び
周
辺
神
社
庁
に
あ
っ
て
は
御
協
力
の
程
、
合

せ
て
お
願
ひ
申
上
げ
ま
す
。 

 
 
 

 
 

記 
一
、
試
験
場
は
、
明
階
に
つ
い
て
は
神
社
本
庁 

に
限
ら
れ
ま
す
が
、
正
階
・
権
正
階
に
つ
い 

て
は
、
全
国
五
ヶ
所
の
試
験
場
の
う
ち
、
希 

望
す
る
試
験
場
で
受
験
す
る
こ
と
が
出
来 

ま
す
。
但
し
、
各
試
験
場
に
は
定
員
が
あ
り 

ま
す
の
で
、
受
験
生
の
現
在
居
住
地
よ
り
近 

い
試
験
場
に
て
受
験
す
る
こ
と
を
原
則
と 

し
ま
す
。 

一
、
受
験
願
書
（
検
定
料
を
含
む
）
が
提
出
さ 

れ
ま
し
た
ら
、
先
づ
受
験
地
を
確
認
し
、
神 

社
本
庁
試
験
場
で
の
受
験
者
に
つ
い
て
の 

み
書
類
を
受
理
願
ひ
ま
す
。 

も
し
神
社
庁
試
験
場
で
の
受
験
者
で
あ
れ 

ば
、
当
該
試
験
実
施
神
社
庁
へ
書
類
を
提
出 

す
る
や
う
御
指
示
下
さ
い
。 

※
別
添
「
令
和
七
年
度
階
位
検
定
試
験
（
定
期
） 

の
通
知
」
の
「
五
、
出
願
①
」
を
御
参
照
下 

さ
い
。 

一
、
平
成
二
十
五
年
よ
り
、
免
除
申
請
者
に
つ 

い
て
成
績
証
明
書
の
他
に
既
修
得
講
義
内 

容
が
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
書
類
（
シ
ラ
バ
ス
等
） 

の
提
出
の
提
出
を
義
務
付
け
て
ゐ
ま
す
。
も 

し
添
付
さ
れ
て
ゐ
な
い
場
合
は
、
添
付
す
る 

や
う
御
指
示
下
さ
い
。 

一
、
検
定
料
は
次
の
通
り
で
す
。 

一
、
受
験
願
書
提
出
締
切
（
神
社
庁
）
は
令
和 

七
年
八
月
二
十
二
日
（
金
）
で
す
。
貴
庁
で 

受
理
さ
れ
た
願
書
を
お
取
り
纏
め
の
上
、
左 

の
様
式
の
名
簿
を
添
付
し
て
、
八
月
二
十
九 

日
（
金
）
必
着
に
て
神
社
本
庁
階
位
検
定
委 

員
会
宛
に
お
送
り
下
さ
い
。
そ
の
際
、
検
定 

料
に
つ
い
て
は
、
交
付
金
（
検
定
料
の
二
割
） 

を
差
し
引
き
、
領
収
書
を
添
付
の
上
、
送
金 

願
ひ
ま
す
。 

※
様
式 

略 

一
、「
受
験
願
書
」（
二
、
〇
〇
〇
）
円
、
税
別
、 

送
料
実
費
）
は
、
神
社
新
報
社
に
て
頒
布
し 

て
ゐ
ま
す
の
で
、
受
験
者
が
直
接
申
込
ん
で 

も
結
構
で
す
。
貴
庁
お
手
持
ち
の
「
受
験
願 

書
」
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
別
添
の
「
階
位
検 
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定
試
験
の
通
知
」
を
差
替
へ
て
頒
布
願
ひ
ま 

す
。
必
要
部
数
を
総
合
研
究
部
研
修
課
ま
で 

連
絡
戴
け
れ
ば
お
送
り
致
し
ま
す
。 以 

上 
 

 

令
和
七
年
五
月
二
十
一
日
付
本
奉
発
第
三
一
号 

神
社
本
庁
総
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
第
五
十
四
回
「
初
穂
曳
」
奉
仕
参
加
依
頼
の 

 

件 

 

標
記
の
件
、
別
添
要
項
の
通
り
、
神
社
本
庁･

伊
勢
神
宮
崇
敬
会
・
伊
勢
神
宮
奉
仕
会
の
三
団

体
協
催
に
よ
り
実
施
致
し
ま
す
の
で
、
貴
庁
か

ら
五
名
程
度
の
奉
仕
参
加
者
を
御
派
遣
下
さ
い

ま
す
や
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
特
に
神

宮
よ
り
「
イ
セ
ヒ
カ
リ
」
の
籾
種
を
譲
与
さ
れ

た
神
社
に
対
し
て
は
、
初
穂
の
奉
納
も
重
ね
て

御
勧
奨
下
さ
い
。 

 

ま
た
、
本
件
は
神
社
本
庁
指
定
団
体
に
も
別

途
通
知
し
て
を
り
ま
す
が
、
貴
管
内
関
係
団
体

（
氏
子
青
年
会
、
敬
神
婦
人
会
等
）
へ
の
参
加

勧
奨
も
併
せ
て
お
願
い
致
し
ま
す
。
御
参
考
ま

で
に
指
定
団
体
宛
通
知
を
同
封
致
し
ま
す
。 

 

御
参
加
申
込
み
に
つ
き
ま
し
て
は
、
同
封
申

込
書
を
以
て
、
八
月
二
十
九
日
（
金
）
必
着
に

て
神
社
本
庁
本
宗
奉
賛
部
ま
で
御
回
報
願
ひ
ま

す
。 

 
 
 

 
 

記 

一
、
主
催 神

社
本
庁
・
伊
勢
神
宮
崇
敬
会
・ 

伊
勢
神
宮
奉
仕
会 

一
、
協
力 全

国
神
社
総
代
会 

一
、
目
的 「

初
穂
曳
」
は
、
伊
勢
の
旧
神
領
民

が
昭
和
四
十
八
年
の
第
六
十
回
神
宮

式
年
遷
宮
を
機
に
、
初
穂
を
大
御
神

様
に
奉
献
す
る
と
と
も
に
、
御
木
曳

行
事
の
伝
統
を
継
承
し
て
ゆ
く
こ
と

を
目
的
と
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。
本

年
も
新
穀
感
謝
祭
の
先
駆
け
と
し
て

全
国
か
ら
の
初
穂
を
両
宮
に
奉
献

し
、
神
恩
へ
の
感
謝
と
神
宮
奉
賛
の

誠
を
捧
げ
た
く
存
じ
ま
す
。 

一
、
日
程 十

月
十
五
日(

水)
 

午
前
八
時
半
～
九
時
半 

受
付(

神

宮
会
館
ロ
ビ
ー)

 
午
前
十
時 

結
団
式
・
日
程
説
明 

午
前
十
時
十
五
分
～
午
後
零
時
半
頃 

初
穂
曳
奉
仕(

初
穂
奉
納
・
解
団

式
・
外
宮
御
垣
内
参
拝)

※
雨
天

決
行 

午
後
一
時 

昼
食(
神
宮
会
館)

 

《
事
前
申
込
者
の
み
》 

午
後
二
時 

半
宇
治
橋
前
集
合 

午
後
三
時 

内
宮
御
垣
内
参
拝
・ 

御
神
楽
奉
納 

午
後
四
時
半 

解
散 

《
夜
間
奉
拝
》
※
参
加
者
の
う
ち
事
前
申

込
者
の
み 

午
後
九
時
～
十
一
時
頃 

神
嘗
祭
由
貴
夕
大
御
饌
奉
拝(

外
宮)

 

一
、
定
員 初

穂
曳 

二
〇
〇
名 

神
嘗
祭
由
貴
夕
大
御
饌
奉
拝 

初
穂
曳
奉
仕
者
の
う
ち
事
前
申
込 

者
の
み 

一
、
注
意
事
項 

・
域
内
に
カ
メ
ラ
、
携
帯
電
話
等
は
も

と
よ
り
、
手
荷
物
の
持
込
は
で
き
ま

せ
ん
。 

・
夜
間
奉
拝
参
加
者
は
夕
食
時
に
飲
酒

し
な
い
で
下
さ
い
。
酒
気
帯
び
者
は

奉
拝
に
参
加
で
き
ま
せ
ん
。 

一
、
服
装 奉

曳
・
外
宮
参
拝
時
白
シ
ャ
ツ
・
白

ズ
ボ
ン
・
白
運
動
靴
を
御
持
参
下
さ

い
。
ハ
ッ
ピ
は
貸
与
し
ま
す
。 

奉
拝
・
内
宮
参
拝
時
男
性
は
背
広
・

ネ
ク
タ
イ
着
用
、
女
性
は
男
性
の
服

装
に
準
じ
ま
す
。 

一
、
参
加
費 

初
穂
曳 

一
名
三
、
五
〇
〇
円(

初
穂
料
、 

奉
曳
費
、
諸
経
費)

 

夜
間
奉
拝 

一
名
一
、
五
〇
〇
円(

移
動
バ
ス 
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代)
 

※
事
前
申
込
者
の
み 

※
伊
勢
神
宮
崇
敬
会
が
お
送
り
す
る
案
内 

に
従
ひ
、
事
前
に
参
加
費
を
お
納
め
下
さ
い 

(

九
月
末
日
迄)

 

尚
、
旅
行
費
用(

交
通
費
、
宿
泊
費
等)

は
各
自
の
御
負
担
と
な
り
ま
す
。 

悪
天
候
等
に
よ
り
参
加
者
の
安
全
が

確
保
で
き
な
い
時
に
は
、
夜
間
奉
拝
を
含

め
中
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

こ
の
際
、
参
加
費
の
返
戻
は
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
御
了
承
願
ひ
ま
す
。 

一
、
宿
泊 御

希
望
に
よ
り
神
宮
会
館
を
予
約
致

し
ま
す
。
尚
、
一
室
四~

五
名
で
他
の
参

加
者
と
相
部
屋
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
予
め
御
了
承
下
さ
い
。 

神
宮
会
館
定
員(

本
館
五
〇
名
、
西
館

一
一
〇
名)

超
過
の
場
合
は
、
他
の
宿
泊

施
設
を
御
手
配
願
ひ
ま
す
。 

尚
、
奉
拝
参
加
者
優
先
と
し
、
先
着
順

と
な
り
ま
す
の
で
、
御
了
承
願
下
さ
い
。 

宿
泊
費(

一
泊
二
食
付)

は
本
館
一
三
、

七
五
〇
円
、
西
館
一
一
、
五
五
〇
円(

各

税
込)

と
な
り
ま
す
。 

一
、
昼
食 当

日
は
、
御
希
望
に
よ
り
神
宮
会
館
に

て
、
幕
の
内(

税
込
二
、
二
〇
〇
円)

を
用

意
致
し
ま
す
の
で
、
希
望
さ
れ
る
場
合
は

参
加
申
込
書
に
記
入
し
て
下
さ
い
。 

一
、
献
穀
米 

初
穂
奉
納
者
は
別
紙
参
照
の
上
、
両
宮

へ
各
一
束(

計
二
束)

を
、
十
月
五
日(

土)

必
着
で
お
送
り
下
さ
い
。 

送
付
先 

〒
五
一
六
〇
〇
二
五
伊
勢
市 

宇
治
中
之
切
町
一
五
二 

伊
勢
神
宮
崇
敬
会
初
穂
曳
係
宛 

電
話
〇
五
九
六
一
二
四
七
一
六
二 

一
、
申
込
方
法 

八
月
二
十
九
日(

金)

迄
に
、
申
込
書(

別

紙)

に
御
記
入
の
上
、
各
神
社
庁
を
通
じ

て
神
社
本
庁
ま
で
お
申
込
み
下
さ
い
。 

※
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
締
切
期
日
を
厳
守

し
て
下
さ
い
。
尚
、
申
込
者
多
数
の
場
合
は
、

先
着
順
に
定
員
と
な
り
次
第
、
締
め
切
り
と

さ
せ
て
戴
き
ま
す
こ
と
を
御
了
承
下
さ
い
。 

※
神
嘗
祭
由
貴
夕
大
御
饌
の
奉
拝
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
申
込
書
所
定
欄
に
御
記
入
下

さ
い
。
但
し
、
奉
拝
の
申
込
み
は
原
則
と
し

て
神
宮
会
館
宿
泊
者(

十
五
日)

に
限
り
ま

す
。 

一
、
備
考 新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
状
況

等
に
よ
り
、
内
容
の
変
更
・
中
止
の
場
合

が
あ
り
ま
す
。 

以 
上 

 

 

令
和
七
年
五
月
二
十
一
日
付
本
奉
発
第
三
四
号 

神
社
本
庁
総
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
令
和
七
年
度
夏
季
「
親
子
参
宮
団
」
の
実 

施
に
つ
い
て 

 

標
記
の
件
、
例
年
神
社
本
庁
で
は
、
青
少
年

が
神
宮
の
自
然
や
文
化
に
直
接
触
れ
る
機
会
を

設
け
、
神
宮
へ
の
崇
敬
心
を
涵
養
し
、
将
来
の

御
遷
宮
へ
の
意
義
啓
発
を
図
っ
て
ゆ
く
こ
と
を

目
的
と
し
た
参
宮
計
画
を
奨
励
し
て
を
り
ま

す
。 「

親
子
参
宮
団
」
は
、
夏
季
（
七
月
二
十
日

～
八
月
三
十
一
日
）
及
び
明
年
春
期
（
三
月
一

日
～
三
月
三
十
一
日
）
に
、
別
紙
要
項
の
と
通

り
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
貴
管
内

本
務
神
社
宮
司
各
位
へ
配
布
戴
き
た
く
、
宜
し

く
お
願
ひ
申
し
上
げ
ま
す
。 

尚
、
本
件
は
神
社
本
庁
指
定
団
体
に
も
別
途

通
知
し
ま
し
た
こ
と
を
申
し
添
へ
ま
す
。 

 
 
 

 

記 

一
、
目
的 

神
宮
の
自
然
や
文
化
に
直
接
触
れ
る
こ
と

で
、
神
宮
に
対
す
る
崇
敬
の
念
を
養
ひ
、
次

代
の
式
年
遷
宮
を
担
ふ
青
少
年
の
健
全
な
る

育
成
を
目
指
し
ま
す
。 

一
、
実
施
期
間 

 

〇
夏
季 

令
和
年
七
月
二
十
日
（
日
）
～ 

八
月
三
十
一
日
（
日
） 

 

〇
春
季 

令
和
七
年
三
月
一
日
（
日
）
～ 

三
月
三
十
一
日
（
火
） 
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一
、
対
象 

 
 

親
子
参
宮
団
の
目
的
に
賛
同
し
、
神
社
庁

や
支
部
、
神
社
関
係
者
団
体
が
募
っ
た
親
子

と
な
り
ま
す
。 

一
、
内
容 

 

 

〇
両
宮
参
拝
（
ど
ち
ら
か
で
御
神
楽
奉
納
）

が
原
則
と
な
り
ま
す
。
御
神
楽
奉
納
に

は
、
神
楽
料
が
必
要
で
す
。 

 

〇
本
企
画
に
よ
る
場
合
「
せ
ん
ぐ
う
館
」「
神

宮
徴
古
館
」
の
入
場
料
は
無
料
と
な
り
ま

す
。 

 

〇
両
宮
参
拝
時
は
神
宮
職
員
も
し
く
は
神
社

本
庁
職
員
が
案
内
い
た
し
ま
す
。
但
し
、

土
曜
・
日
曜
・
祝
日
及
び
神
宮
で
祭
典
・

行
事
等
が
行
は
れ
る
日
は
神
宮
職
員
に
よ

る
案
内
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

〇
夜
間
参
拝
を
実
施
す
る
事
が
で
き
ま
す
。

実
施
を
希
望
す
る
場
合
は
、
事
前
に
神
社

本
庁
本
宗
奉
賛
部
ま
で
御
相
談
下
さ
い
。 

一
、
行
程
例 

 
 

行
程
例
①
（
内
宮
で
御
神
楽
を
奉
納
す
る

場
合
） 

 
 

外
宮
参
拝
・
境
内
散
策
・
せ
ん
ぐ
う
館
見

学
（
八
〇
分
）→

（
車
で
の
移
動
約
一
〇

分
）→

神
宮
徴
古
館
見
学
（
四
〇
分
）
※

→

（
車
で
の
移
動
約
一
〇
分
）→

内
宮
参

拝
・
境
内
散
策
（
五
〇
分
）
・
御
神
楽
奉
納

（
六
〇
分
） 

 
 

行
程
例
②
（
外
宮
で
御
神
楽
を
奉
納
す
る

場
合
） 

 
 

外
宮
参
拝
・
境
内
散
策
（
四
〇
分
）
・
御
神

楽
奉
納
（
六
〇
分
）
・
せ
ん
ぐ
う
館
見
学

（
四
〇
分
）→

（
車
で
の
移
動
約
一
〇

分
）
神
宮
徴
古
館
見
学
（
四
〇
分
）
※→

（
車
で
の
移
動
約
一
〇
分
）→

内
宮
参

拝
・
境
内
散
策
（
五
〇
分
） 

 

〇
所
要
時
間
は
、
御
正
宮
と
第
一
別
宮
を
参

拝
し
た
場
合
を
目
安
と
し
て
ゐ
ま
す
。 

一
、
申
込 

 
 

出
発
日
の
一
ヶ
月
前
ま
で
に
、
別
添
申
込

書
の
書
式
に
基
づ
き
、
神
社
本
庁
本
宗
奉
賛

部
宛
お
申
込
み
下
さ
い
。
神
社
庁
支
部
及
び

神
社
関
係
者
団
体
に
つ
い
て
も
、
所
属
神
社

庁
を
通
じ
て
の
申
込
み
と
な
り
ま
す
。
尚
、

実
施
日
時
及
び
内
容
に
つ
い
て
は
、
事
前
に

本
庁
へ
御
相
談
願
ひ
ま
す
。 

一
、
提
供
資
料 

 

希
望
に
よ
り
青
少
年
向
け
教
化
冊
子
及
び

記
念
品
を
提
供
致
し
ま
す
の
で
、
申
込
書
に

必
要
の
有
無
を
御
記
入
下
さ
い
。 

一
、
備
考 

 

〇
参
拝
は
、
原
則
と
し
て
自
由
参
拝
と
な
り

ま
す
。 

 

〇
神
宮
ま
で
の
往
復
移
動
手
段
、
宿
泊
に
つ

い
て
は
企
画
者
側
で
御
手
配
願
ひ
ま
す
。

無
理
の
な
い
行
程
で
お
組
み
下
さ
い
。 

以 

上 
  

令
和
七
年
五
月
二
十
六
日
付
研
修
発
第
二
一
四
号 

神
社
本
庁
総
合
研
究
所
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
令
和
七
年 

明
階
授
与
申
請
時
の
差
額
措 

置
適
用
に
か
か
る
特
例
措
置
に
つ
い
て 

 

標
記
の
件
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
る
、
差
額
措
置
適
用
期
間
中

の
研
修
実
施
状
況
等
に
鑑
み
、
左
記
に
よ
り

「
階
位
検
定
及
び
授
与
に
関
す
る
規
程
」
第

十
六
条
の
二
に
定
め
る
差
額
措
置
適
用
期
間

の
特
例
を
設
け
ま
す
の
で
、
お
取
り
扱
ひ
の 

程
宜
し
く
お
願
ひ
申
上
げ
ま
す
。 

 
 
 

 
 

記 

一
、
対
象
者 

令
和
二
年
三
月
に
明
階
検
定
合
格
正

階
授
与
と
な
っ
た
者
の
内
、
令
和
七
年

三
月
末
日
時
点
で
神
宮
実
習
・
中
央
実

習
・
初
任
神
職
研
修
を
終
へ
、
各
種
研

修
を
三
日
間
以
上
修
了
し
て
ゐ
る
者
。 

一
、
延
長
期
間 

令
和
八
年
三
月
末
日
迄 

一
、
備 

考 

本
件
適
用
に
つ
い
て
は
、
対
象
者
の
研

修
歴
及
び
研
修
実
施
状
況
等
を
考
慮

し
、
個
別
対
応
と
致
し
ま
す
の
で
、
進

達
に
あ
た
っ
て
は
、
必
ず
事
前
に
研
修
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課
へ
問
ひ
合
は
せ
下
さ
い
。 

以 

上 
 

 

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日
付
総
神
発
第
二
二
七
号 

神
社
本
庁
総
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
自
然
災
害
へ
の
取
組
み
に
つ
い
て 

 

標
記
の
件
、
地
震
や
台
風
、
水
害
、
落
雷
等

の
自
然
災
害
に
よ
り
、
本
庁
包
括
下
神
社
に
お

い
て
も
毎
年
の
や
う
に
社
殿
や
工
作
物
へ
の

被
害
が
生
じ
て
を
り
ま
す
。
特
に
八
月
か
ら
十

月
に
か
け
て
発
生
す
る
大
型
台
風
に
よ
る
神

社
へ
の
被
害
が
危
惧
さ
れ
、
集
中
豪
雨
も
ま
た

六
月
頃
よ
り
発
生
し
て
ゐ
ま
す
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
、
自
然
災
害
に
対
し
、
各
神

社
が
主
体
的
に
役
員
・
総
代
等
と
共
に
当
該
神

社
に
お
け
る
防
災
意
識
を
涵
養
す
る
等
、
不
時

の
災
害
を
見
据
ゑ
た
事
前
の
対
策
を
、
概
ね
左

記
の
例
を
参
考
に
各
神
社
の
状
況
に
応
じ
て

検
討
戴
き
、
以
て
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
対

応
に
万
全
を
期
さ
れ
る
や
う
、
各
神
社
に
周
知

徹
底
方
御
配
慮
願
ひ
ま
す
。 

 

殊
に
、
地
震
を
含
む
広
域
・
激
甚
災
害
発
生

時
に
は
、
氏
子
等
の
緊
急
避
難
所
と
し
て
神
社

施
設
及
び
境
内
地
の
開
放
を
求
め
ら
れ
る
例

が
多
数
報
告
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
、
地
域
の

実
情
を
踏
ま
へ
、
不
測
の
事
態
に
備
へ
た
神
社

と
し
て
の
対
策
を
講
じ
て
お
く
こ
と
も
望
ま

れ
ま
す
の
で
、
こ
の
点
、
御
留
意
願
ひ
ま
す
。 

 

尚
、
冊
子
『
神
社
本
庁
災
害
対
策
要
領
』（
平

成
二
十
七
年
六
月
一
日
発
行
、
神
職
専
用
サ
イ

ト
に
も
掲
出
）
を
作
成
し
て
ゐ
ま
す
の
で
、
災

害
時
に
お
け
る
神
社
奉
護
の
為
に
お
役
立
て

戴
き
ま
す
や
う
宜
し
く
お
願
ひ
申
し
上
げ
ま

す
。 

 
 
 

 
 

記 

一
、
事
前
検
討
事
項
（
例
） 

 

①
役
員
・
総
代
を
交
へ
た
境
内
施
設
の
状
況 

の
確
認 

 
 

イ 

建
物
の
補
修
箇
所
の
把
握
と
必
要

に
応
じ
た
修
理
・
改
築
の
検
討 

 
 

ロ 

工
作
物
の
補
強
や
柵
等
の
設
置
及 

び
必
要
に
応
じ
て
危
険
を
周
知
す
る 

立
札
等
設
置
の
検
討 

 
 

ハ 

神
社
の
背
後
の
山
、
法
面
等
が
崩
落 

し
て
社
殿
や
工
作
物
、
住
民
等
へ
の
被 

害
が
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
の 

対
策 

 
 

ニ 

河
川
の
氾
濫
、
土
砂
の
流
入
、
津
波 

等
の
影
響
を
受
け
る
立
地
に
あ
る
神 

社
に
あ
っ
て
は
、
被
害
を
最
小
限
に
す 

る
た
め
の
行
政
の
治
山
治
水
事
業
、
急 

傾
斜
地
等
危
険
地
対
策
事
業
へ
の
協 

力
等
（
尊
厳
護
持
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な 

い
範
囲
） 

 
 

ホ 

災
害
発
生
時
の
対
応
（
避
難
経
路
・ 

表
示
等
の
設
置
、
消
火
器
・
消
火
栓
設 

置
と
使
用
方
法
の
確
認
、
建
物
や
工
作 

物
倒
壊
時
に
使
用
す
る
工
具
の
確
認 

等
） 

 

②
同
様
な
被
害
が
頻
繁
に
発
生
す
る
神
社 

（
神
社
を
含
む
地
域
）
に
あ
っ
て
は
、
減 

災
等
の
方
途
を
講
じ
る
。 

 

③
不
測
の
事
態
を
見
据
ゑ
た
資
金
積
立
等 

の
検
討 

 
 

イ 

必
要
に
応
じ
て
役
員
会
を
開
催
の 

上
、
修
理
・
改
築
に
係
る
特
別
会
計
の 

設
定 

 
 

ロ 

火
災
保
険
、
地
震
保
険
、
神
社
賠
償 

責
任
保
険
等
、
各
種
保
険
加
入
の
検
討 

 

④
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
で
作
成
し
て 

ゐ
る
防
災
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
ハ
ザ
ー
ド
マ 

ッ
プ
等
の
取
寄
せ
と
、
記
載
事
項
に
か
か 

る
確
認
（
最
新
情
報
の
収
集
に
留
意
）
及 

び
点
検
。
ま
た
、
参
拝
者
の
避
難
誘
導
に 

か
か
る
手
順
等
の
確
認 

 

⑤
境
内
及
び
施
設
が
避
難
場
所
（
「
一
時
避 

難
場
所
」「
一
時
集
合
場
所
」
等
を
含
む
） 

に
指
定
さ
れ
て
ゐ
る
か
の
確
認 

 

⑥
行
政
、
警
察
、
消
防
時
連
絡
窓
口
及
び
連 

絡
方
法
の
確
認 

 

⑦
消
防
当
局
を
交
へ
て
の
消
火
訓
練
や
防 

災
訓
練
、
救
急
救
命
（
Ａ
Ｅ
Ｄ
）
訓
練
等 

の
実
施
、
消
防
計
画
の
策
定 

 

⑧
職
員
用
簡
易
食
料
・
水
の
備
蓄
（
で
き
れ 
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ば
五
日
分
以
上
が
望
ま
し
い
）
、
固
形
燃 

料
・
毛
布
・
ラ
ヂ
オ
・
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
・ 

工
作
物
等
の
備
付
、
寒
暖
対
応
用
機
器
や 

こ
れ
ら
備
品
の
使
用
期
限
の
確
認 

 

⑨
神
社
庁
支
部
内
、
神
社
庁
と
の
連
絡
方
法 

及
び
緊
急
連
絡
網
（
役
員
・
総
代
・
氏
子
、 

兼
務
神
社
含
む
）
の
整
備 

二
、
災
害
発
生
時
の
対
応
に
係
る
検
討
事
項
（
例
） 

 

①
役
員
・
総
代
を
交
へ
た
対
応
の
検
討
（
兼 

務
神
社
も
同
様
） 

 
 

イ 

御
神
体
・
御
神
宝
等
の
法
安
及
び
盗 

難
対
策 

 
 

ロ 

重
要
書
類
・
現
金
・
通
帳
等
の
確
保 

 
 

ハ 

火
災
発
生
時
の
消
火
対
策
、
参
拝
者 

の
避
難
誘
導
方
法
の
確
認
（
人
命
優
先
） 

 
 

ニ 

安
全
が
確
保
さ
れ
た
段
階
で
の
境 

内
及
び
建
物
・
工
作
物
の
総
点
検 

 
 

ホ 

危
険
箇
所
の
周
知
、
立
入
禁
止
等
の 

設
置
（
兼
務
神
社
に
つ
い
て
忘
れ
ら
れ 

が
ち
と
な
る
の
で
、
特
に
留
意
す
る
） 

 
 

ヘ 

必
要
に
応
じ
た
氏
子
へ
の
社
務
所 

等
神
社
施
設
開
放
に
係
る
確
認
（
感
染 

症
の
対
策
防
止
策
を
含
む
） 

 
 

ト 

支
援
、
救
援
物
資
の
要
請
に
つ
い
て 

（
避
難
場
所
或
は
避
難
所
と
な
っ
た 

場
合
は
、
行
政
へ
連
絡
す
る
こ
と
を
含 

む
） 

 

②
災
害
発
生
時
に
お
け
る
支
部
・
神
社
庁
の 

連
絡
体
制 

 
 

イ 

速
や
か
に
神
社
庁
へ
被
害
の
有
無 

等
を
報
告
（
神
社
庁
か
ら
本
庁
へ
被
害 

状
況
を
連
絡
。
被
害
の
規
模
そ
の
他
を 

把
握
し
、
支
援
・
復
旧
復
興
の
方
途
な 

ど
を
策
定
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報 

と
な
る
） 

 
 

ロ 

被
害
状
況
の
記
録
（
写
真
撮
影
等
） 

及
び
本
庁
統
理
宛
被
災
報
告
書
の
提 

出
（「
災
害
慰
藉
規
程
」
に
基
づ
く
） 

三
、
そ
の
他
参
考
事
項 

 

①
通
達
「
参
拝
者
の
激
増
に
処
す
る
対
策
に 

つ
い
て
」（
昭
和
三
十
一
年
通
達
第
一
号
） 

（『
神
社
本
庁
規
程
類
集
』
参
照
） 

 

②
通
達
「
盗
難
及
び
災
害
予
防
に
つ
い
て 

（
昭
和
三
十
一
年
通
達
第
十
九
号
）
（
仝 

右
） 

 

③
通
達
「
神
社
の
工
作
物
等
に
か
か
る
事
故 

防
止
に
つ
い
て
（
昭
和
四
十
七
年
通
達
第 

二
号
）
（
仝
右
） 

 

④
通
達
「
盗
難
防
止
に
つ
い
て
」
（
昭
和
五 

十
七
年
通
達
第
七
号
）（
仝
右
） 

 

⑤
通
達
「
火
災
の
防
止
に
つ
い
て
」（
昭
和 

六
十
一
年
通
達
第
一
号
）
（
仝
右
） 

 

⑥
通
達
「
火
災
・
盗
難
防
止
に
つ
い
て
」（
昭 

和
六
十
三
年
通
達
第
三
号
）（
仝
右
） 

以 

上 
 

 

◇
◆
◇
敬
神
婦
人
会
た
よ
り
◇
◆
◇ 

令
和
八
年
版
「
ゆ
と
り
ズ
ム
手
帳
」
刊
行 

全
国
敬
神
婦
人
会
事
務
局 

 

拝
啓 

時
下
益
々
ご
清
祥
の
こ
と
と
お
慶

び
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

平
素
よ
り
本
会
の
諸
活
動
に
つ
き
ま
し
て

は
、
格
別
な
る
ご
理
解
ご
協
力
を
賜
り
、
心
よ

り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

扨
、
本
会
で
は
、
日
本
の
年
中
行
事
や
文
化

の
紹
介
を
通
じ
、
伝
統
的
な
生
活
習
慣
を
次
世

代
に
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
ゆ
と

り
ズ
ム
」
の
テ
ー
マ
に
則
し
、
「
ゆ
と
り
ズ
ム
手

帳
」
を
刊
行
し
て
お
り
ま
す
。 

 

此
度
の
令
和
八
年
版
は
、
季
節
の
草
花
を
あ

し
ら
っ
た
和
服
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
上
品
な
デ

ザ
イ
ン
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
神
社
の
豆
知
識

や
日
本
の
文
化
に
つ
い
て
も
わ
か
り
や
す
く
掲

載
し
て
お
り
、
日
常
の
場
面
に
お
い
て
も
使
い

や
す
く
、
便
利
な
内
容
に
仕
上
が
っ
て
お
り
ま

す
。 

 

頒
布
価
格
は
、
一
部
一
、
〇
〇
〇
円
（
送
料

本
会
負
担
）
と
な
り
、
事
業
収
益
は
社
会
福
祉

事
業
及
び
次
期
神
宮
式
年
遷
宮
の
募
財
と
し
て

活
用
さ
せ
て
戴
き
ま
す
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
、
申
込
み
チ
ラ
シ
を
同
封
致

し
ま
す
の
で
、
管
内
の
会
員
様
は
も
と
よ
り
、

各
種
の
会
合
に
お
い
て
頒
布
方
宜
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。 
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な
お
、
令
和
七
年
版
よ
り
環
境
保
護
の
観
点

か
ら
、
手
帳
付
属
の
ビ
ニ
ー
ル
カ
バ
ー
は
廃
止

と
な
り
ま
し
た
。
御
要
望
の
方
は
別
売
り
（
単

価
二
〇
〇
円
）
に
て
お
求
め
い
た
だ
け
ま
す
。

何
卒
ご
了
承
戴
き
た
く
存
じ
ま
す
。 

 

本
年
も
引
続
き
、
会
員
の
皆
様
に
は
倍
旧
の

ご
協
力
を
賜
り
ま
す
と
と
も
に
、
頒
布
数
に
限

り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
の
ご
注
文
を
お

願
い
致
し
た
く
、
御
鳳
声
方
重
ね
て
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

          

研
修
案
内  

長
崎
県
神
社
庁
主
催 

▼
階
位
検
定
講
習
会
開
催 

一
、
期
日 

令
和
七
年
七
月
十
五
日 

～
八
月
十
日 

一
、
会
場 

長
崎
県
神
社
庁 

一
、
募
集
人
員 

 

権
正
階 

十
名 

 

直 

階 

十
名 

 

一
、
申
込
期
限 

六
月
十
六
日
【
必
着
】 

※
詳
細
は
神
社
庁
へ
お
問
合
せ
下
さ
い
。 

山
口
県
神
社
庁
主
催 

 

▼
階
位
検
定
講
習
会
開
催 

一
、
期
日 

令
和
七
年
八
月
十
二
日 

～
九
月
九
日 

一
、
会
場 

山
口
県
神
社
庁 

一
、
募
集
人
員 

権
正
階 

 

十
五
名 

 

直 

階 

二
十
五
名 

一
、
申
込
期
限 

五
月
二
十
日
～
六
月
二
十
日 【

必
着
】 

※
詳
細
は
神
社
庁
へ
お
問
合
せ
下
さ
い
。 

 

事
務
報
告  

【
承 
認
】 

■
建
物
変
更 

 

淀
姫
神
社
（
佐
賀
市
川
副
町
福
富
） 

令
和
七
年
五
月
二
十
一
日
付 

【
任 

免
】 

■
諏
訪
神
社
祢
宜 

隈
本 
次
宏 

 

唐
津
市
浜
玉
町
浜
崎 

 

諏
訪
神
社
宮
司
に
任
ず
る 令

和
七
年
四
月
一
日 

 

■
諏
訪
神
社
宮
司 

隈
本 

次
宏 

 

唐
津
市
浜
玉
町
東
山
田 

 

兼
ね
て
八
幡
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

兼
ね
て
野
田
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

令
和
七
年
四
月
一
日 

■
須
賀
神
社
兼
日
子
神
社 

 

宮
司 

南
里 

昌
芳 

 

願
に
依
り
小
城
市
三
日
月
町
金
田 

 

日
子
神
社
宮
司
特
任
を
免
ず
る 

 

令
和
七
年
五
月
三
十
一
日 

■
須
賀
神
社
宮
司 

南
里 

昌
芳 

 

小
城
市
三
日
月
町
金
田 

 

兼
ね
て
日
子
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

令
和
七
年
六
月
一
日 

■
田
中 

靖
浩 

 

神
埼
市
脊
振
町
服
巻 

 

脊
振
神
社
祢
宜
に
任
ず
る 

 

令
和
七
年
六
月
一
日 

 

【
新
任
神
職
紹
介
】 

  

蠣
久
天
満
宮
祢
宜 

 
 

え
ぞ
え 

 
 

よ
し
み 

 
 

 
 

 
 

  

江
副 

良
美 

 
 
 

 

昭
和
五
十
七
年
生
ま
れ   

宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
！ 
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大
東
亜
戦
争
終
結
八
十
年
に
寄
せ
て 

佐
賀
縣
護
國
神
社 

 
 

 

宮
司 

西
原 

清
純 

 

令
和
七
年
は
終
戦
八
十
年
を
迎
え
ま
す
。
日

本
に
と
り
ま
し
て
も
当
社
に
と
り
ま
し
て
も

大
き
な
節
目
の
年
で
あ
り
ま
す
。 

佐
賀
縣
護
國
神
社
は
、
国
難
に
殉
じ
ら
れ
ま

し
た
三
五
，
六
〇
二
柱
の
英
霊
を
御
祭
神
と
し

て
奉
祀
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
今
の
繁
栄
と
平

和
は
、
御
祭
神
の
御
神
徳
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

今
後
も
日
本
そ
し
て
佐
賀
の
守
り
神
と
し
て

わ
た
く
し
た
ち
を
お
導
き
い
た
だ
く
こ
と
と

存
じ
ま
す
。
末
永
く
、
慰
霊
・
顕
彰
と
と
も
に

広
大
無
辺
の
御
神
徳
に
感
謝
の
誠
を
さ
さ
げ

ね
ば
と
思
う
次
第
で
す
。 

し
か
し
な
が
ら
、
終
戦
か
ら
八
十
年
、
先
の

大
戦
の
戦
友
・
御
遺
族
の
方
々
は
減
少
の
一
途

を
た
ど
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
戦
争
を
知
ら

な
い
世
代
が
多
数
を
占
め
、
平
和
の
礎
と
な
ら

れ
た
英
霊
に
思
い
を
致
す
こ
と
も
な
く
恩
恵

の
み
享
受
す
る
人
々
が
増
加
し
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
事
実
、
当
社
に
お
き
ま

し
て
も
目
に
見
え
て
参
拝
が
減
少
し
て
お
り

ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
中
、
神
社
本
庁
に
お
か
れ
て
は
、

各
県
神
社
庁
に
「
靖
國
神
社
・
護
國
神
社
参
拝

運
動
実
施
の
件
」
と
し
て
参
拝
推
奨
い
た
だ
き
、

佐
賀
県
神
社
庁
で
は
「
靖
國
神
社
護
國
神
社
参

拝
推
奨
」
を
活
動
計
画
に
掲
げ
ら
れ
て
お
り
ま

す
。
誠
に
有
難
く
感
謝
に
堪
え
ま
せ
ん
。 

靖
國
神
社
に
お
か
れ
て
は
特
別
参
拝
の
御

案
内
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
是
非
、
奉

慰
顕
彰
の
誠
心
に
て
、
広
く
靖
國
神
社
・
護
國

神
社
に
御
参
拝
い
た
だ
き
た
く
衷
心
よ
り
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

ま
た
当
社
に
お
き
ま
し
て
も
、
正
式
参
拝
を

随
時
承
っ
て
お
り
ま
す
。 

県
内
各
神
社
総
代
会
・
敬
神
婦
人
会
・
崇
敬

会
・
関
係
団
体
な
ど
、
こ
の
節
目
の
年
の
御
参

拝
を
心
よ
り
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。 

ま
た
後
日
、
当
社
よ
り
各
宮
司
様
宛
に
改
め

て
御
案
内
を
お
送
り
致
し
ま
す
の
で
、
何
卒
御

理
解
と
御
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

        

                          

靖
國
神
社
・
護
國
神
社
に
参
拝
し
ま
し
ょ
う 

佐
賀
県
神
社
庁
で
は
、
本
年
十
二
月
九
日
（
火
）
～
十
日
（
水
）
に
か
け
て
靖
國
神
社
参
拝 

団
を
計
画
し
て
い
ま
す
。
お
忙
し
い
時
期
と
は
存
じ
ま
す
が
、
多
数
御
参
加
下
さ
い
ま
す
よ
う 

御
予
定
の
程
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

詳
細
は
決
ま
り
次
第
追
っ
て
御
案
内
さ
せ
て
戴
き
ま
す
。 
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発佐神第八一号  

  令和七年五月十九日  

佐賀県神社庁長 永 代  龍三郎    

 支部長・支部幹事 殿  

     盗難による神社施設被害の予防について（注意喚起）  

 標記の件、新聞報道等にて御承知の通り佐賀市大和町にある神社（包括外）に於いて社

殿屋根の銅板が盗奪される事案が発生致しました。  

 つきましては、支部管内の神職・神社関係者に、別添の通達書類を改めて御周知の上、

被害への注意喚起をされるようお願い申上げます。  

 また、万一神社が被害を受けた際には、速やかに所轄警察署に連絡されるとともに、人

災（盗難）として三月以内に神社被災報告書を提出するよう、支部管内神社に周知願いま

す。 

以 上  

【注意】神社施設の銅板を狙った被害が発生しています！  

 ５月に入り、県下神社に於いて本殿や拝殿屋根等に用いられている銅板が

剥がされ盗奪されるという事案が発生しています。  

 現在、３社の神社で被害を確認しておりますが、何れも人目に付きにくい

場所、社殿の傍に車を寄せ易い神社が共通して狙われている模様です。  

 県下神職の皆様には総代等の関係者と連絡を密にし、見廻りの強化に努め

て戴くようお願い申上げます。  

 また、被害発生後、下記の通り各支部に注意喚起を発出しておりますので、

支部内での情報共有についても引続き宜しくお願い致します。  

行事等のお知らせ  

❑神社庁支部長会  7 月 23 日（水）14 時  

❑神社庁恊議員会  7 月 29 日（火）14 時  

❑総代会支部長会／評議員会  8 月 4 日（月）13 時半／15 時  

❑国民精神昂揚運動合同研修会  9 月 17 日（水）～18 日（木）  


